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総務常任委員会 

 

 平成２６年１１月２１日午前９時から第１会議室で開かれた。 

 

１．出席委員 

    ◎小林  誠     ○辻  善次      吉野 俊明 

伴  吉晴      小野       木澤 正男 

     中 西 議 長 

 

２．欠席委員 

     嶋田 善行 

 

３．理事者出席者 

    副 町 長  池田     教  育  長  清水 建也 

    総 務 部 長  乾  善亮    総 務 課 長  黒﨑 益範 

    同 参 事  谷口 智子    同 課 長 補 佐         仲村 佳真 

    企画財政課長   昭男    同 課 長 補 佐         福居 哲也 

    同 課 長 補 佐         峯川 敏明    税 務 課 長  加藤 惠三 

    同 課 長 補 佐  木村 隆幸    会 計 管 理 者  西川  肇 

    監査委員書記  山﨑  篤    教委総務課長         安藤 晴康 

    生涯学習課長         真弓  啓    同 課 長 補 佐         東浦 寿也 

    同 課 長 補 佐         平田 政彦 

 

４．会議の書記 

    議会事務局長         寺田 良信    同   係   長         大塚 美季 

 

５．審査事項 

    別紙のとおり 
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開会 （ 午前９時００分 ） 

署名委員 小野委員、木澤委員 

  

おはようございます。 

ただいまより、総務常任委員会を開会いたします。 

なお、嶋田委員より欠席の連絡を受けております。 

初めに、副町長の挨拶をお受けいたします。 池田副町長。 

 

  （ 副町長挨拶 ） 

 

初めに、本委員会の会議録署名委員を私より指名いたします。 

署名委員に、小野委員、木澤委員のお２人を指名いたします。お２人

にはよろしくお願いをいたします。 

本日予定しております審査案件は、お手元に配布しておりますとおり

であります。 

初めに、１．継続審査、（１）斑鳩町における歴史的史跡等の発掘調

査、整備保存に関することを議題といたします。それでは、理事者の報

告を求めます。 真弓生涯学習課長。 

 

それでは、１．継続審査、（１）斑鳩町における歴史的史跡等の発掘

調査、整備保存に関することについてご報告させていただきます。 

初めに、斑鳩町文化財活用センターの運営についてであります。 

現在、１１月１日より１１月３０日まで、秋季特別展「斑鳩 藤ノ木

古墳の装身具展―きらびやかなアクセサリーの世界―」を開催しており

ます。今回は玉類を中心に藤ノ木古墳の装身具の内容や意義を理解して

いただくことを目的として、藤ノ木古墳の石棺内より出土しました国宝

の空玉やガラス玉等の装身具の里帰り展示を行いますとともに、県内の

古墳より出土しましたいろいろな玉類等を関連展示しております。 

また、１１月８日には、この展示品の認識を深めていただくことを目

的に、奈良県立橿原考古学研究所の藤ノ木古墳の調査担当者の一人でも

あります卜部行弘総括研究員によります記念講演会「装身具からみた藤
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ノ木古墳の被葬者について」を開催し、調査成果の詳細な検討を行った

結果、見事に復元されました装身具の様子から被葬者像にせまる貴重な

ご講演をいただき、斑鳩文化財センター映像ホールがほぼ満員となる３

９名にご参加をいただいたところであります。 

そして、この展示会に合わせまして、秋季の藤ノ木古墳の石室特別公

開を１１月１日、２日に開催いたしました。両日ともあいにくの雤模様

ということでございましたが、それでも２日間で１，０９９名の方にお

いでいただきました。今回も学生ボランティアとしまして、法隆寺国際

高校の生徒及び奈良大学の学生に積極的に受付や解説の補助などに協力

していただいたところであります。 

次に、中学生以上の学生や大人の方を対象に開催しております斑鳩考

古学講座につきましては、９月の本委員会にてご報告いたしました勾玉

づくり講座以後、９月２０日開催の鏡づくり講座はほぼ定員どおりの８

名、１０月１９日開催の出土遺物整理作業体験は定員どおりの５名にご

参加をいただきました。特に、今年度初めて取り組みました出土遺物整

理作業体験では、中学生と高校生の参加もあり、出土遺物の洗浄作業や

復原瓦の拓本作業などの貴重な体験を通じて出土遺物整理作業の学習を

していただいたところであります。 

次に、去る１１月１７日に開催いたしました斑鳩町文化財活用センタ

ー運営委員会では、今年度の事業進捗状況及び来年度の事業計画案につ

いて説明を行いますとともに、秋季特別展の視察を行っていただき、セ

ンター事業に関する指導や助言を賜ったところでございます。 

次に、史跡中宮寺跡の整備についてであります。 

整備工事の状況につきましては、引き続き盛土工事を進めるとともに、

事業地周辺における排水工事をしているところであります。 

次に、法隆寺ゆかりの都市文化交流協定を結んでおります小田原市と

の交流事業として開催をしております小田原の歴史・文化連続講座につ

きましては、第１回目を、１０月１８日に斑鳩町中央公民館大ホールに

て、小田原市の文化部文化財課主任の渡辺千尋氏に「考古学からみた小

田原の歴史―羽根尾貝塚と中里遺跡を中心に―」と題した講演をしてい

ただきました。また、第２回目となりました１１月１５日には、小田原
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市文化部観光課城址公園担当課長で小田原城天守閣館長の諏訪間順氏よ

り「小田原城について―小田原城の調査と整備―」と題したご講演をい

ただきました。最後の講座となります来月１２月２０日の第３回目は、

小田原市立図書館学芸員の鳥居紗也子氏より、「近代の小田原の文学―

文学としての小田原―」と題しまして、小田原に滞在して執筆活動をし

ていた北原白秋や谷崎潤一郎など小田原に関係の深い近代文学をテーマ

にご講演をいただく予定としております。 

以上、斑鳩町における歴史的史跡等の発掘調査、整備保存に関するこ

とについてのご報告であります。どうぞよろしくお願い申しあげます。 

 

ただいま報告がありましたことに対して何か、委員の皆さま方、質疑

等ございませんか。 木澤委員。 

 

石室公開で１，０９９名来られたということで、毎回本当にたくさん

来ていただいていて感心をしているんですけども、この来られている方

っていうのは、リピーターの方がどれぐらいいてとか、町外からどれぐ

らい来ておられるとか、その辺のところは、分析とかされていますか。 

 

約６割の方が県外からのお越しです。町内の方が１割か２割程度、あ

と県内の方ですね。 

 

  （「リピーター」と呼ぶ者あり） 

 

リピーターはちょっととっていないですね。 

石室のところでは、どちらから来られましたかという分だけはお聞き

しておりますので、すみません、リピーターについてはちょっと数値を

持っておりません。 

 

知っている方はね、興味を持って毎回来ていただいている方もいるか

と思いますけど、そうして県外から６割来ていただいているっていう、

情報発信ってどういうふうにされているのかなと、そこもちょっとお聞
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きしたいんですけど。 

 

まず、町内の方については広報でありますとか、あと、県外も含めて

ですけどホームページ、それと今、斑鳩町のフェイスブックですね、そ

ういったものも活用しながら、あと、関連の団体さん等にはそういった

案内もお送りはしておるんですけども、一般の方という点では、新聞等

の報道発表とホームページが中心となるかなと思います。 

 

来られたときに、何でこの情報を知りましたかっていうアンケートな

んかはしていただいていますか。 

 

文化財センターの方に関してはアンケート調査をしておりまして、そ

こにはそういった質問があるんですが、先ほど申しあげましたように、

藤ノ木古墳のところでは、どこから来られましたかっていうご質問しか

しておりませんので、ちょっと数値しか持っておりません。 

 

非常に、物っていうんですかね、文化遺産ですので、特にこういう方

面で関心をお持ちの方っていうのは自ら情報を知ろうとしてくれはるっ

ていうのはあると思うんですけども、せっかくある文化財を生かしてい

ろいろな方に来ていただくという点では、この教育の分野だけでなく、

町が取り組もうとしている多くの方に来ていただいてまちおこしをして

いくという部分にもつながると思いますので、情報発信をどうしていく

かっていうところをもっといろいろ、各課連携して共通を、研究をして

いくべきかなというふうに思いますので、また、どういう情報発信でど

ういう効果があったという点についても、調査できるようやったらして

いって教訓化して生かしていけたらなと思いますので、またよろしくお

願いします。 

 

ほかに委員の方、質疑、ご意見ございませんか。 伴委員。 

 

文化財活用センターの特別展の来年度の事業についても話し合われた
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ということですねんけど、今年度から、まあ言えば年２回やられていた

ものが１回となって、それで内容を濃くしてというような格好で進めら

れたと思うんです。来年度に対して、今年度の総括もあったと思うんで

すが、今後どう考えておられるのか、この形で多分いかれるんだろうと

は私は思っているのですけど、ちょっとそのあたり、お聞かせ願えます

か。 

 

企画展のほうは４回から２回ということでございますけども、これま

で展示に合わせて関連した講演会とかそういう形がなかなかありません

でしたので、そういった形が今回実施できているということ、それとあ

と、各市町村、関連の展示を今回たくさんやっておりますので、そうい

ったことができるようになったのは、４回から２回になった部分で動き

やすくなったという形で展示内容については充実できたのではないかな

と考えています。 

あと、今後も、人数等々の話は、今、秋季はまだやっている最中です

のであれですけれども、トータルで見た場合に格段減ってはいないとい

うふうには現在の段階では見ております。 

あと、今回、例えば１１月、先週ございました秋季特別展の記念講演

会なんかは、ちょっと今回試行いたしまして、文化財センターで講演会

を行ったんですが、非常に講師との距離が近いという点で、席は確かに

尐ないんですけども、３９名ということで尐ないんですけども、満席と

いうことではかなり盛況だったなというように考えています。終わりま

したあとも、講演のあとも、この藤ノ木の第一人者の方ということもご

ざいますけれども、展示品の特別解説なんかも行っていただきまして、

参加者の方にはかなりご満足いただいて、喜んで帰っていただいたと聞

いていますので、そういう点では、４回から２回に減らしてそういった

関連行事ができるっていうその点等は効果があがっているのではないか

なと見ております。 

今後も、こうした見学者の満足度を高めるような、そういった施策を

展開して高い確率でリピーターを獲得できるような、そういった展開を

していくのが重要であるかなというふうに考えております。 
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ほかに質疑、ご意見等はございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

それでは次に、２．各課報告事項について、（１）の下司田水利組合

の解散についての報告を求めます。  

 

それでは、下司田水利組合の解散につきまして、ご報告を申しあげま

す。 

水利組合と協議を続けてきました結果、平成２６年１０月３１日付で

水利組合の解散及び権利放棄通知書の提出が町にあり、水利組合の解散

と下司田池に関する水利権及びこれら以外の全ての権利を無償で放棄す

ることの通知を受けたところでございます。 

これによりまして、課題となっておりました水利権の解決が図られま

したことから、本年度末をもって大字龍田財産区の財産を町に移管し、

大字龍田財産区特別会計を廃止した上で、新年度から一般会計で管理を

行ってまいりたいと考えております。 

また、今後の下司田池の活用方法といたしましては、地元自治会、周

辺住民の皆さまにも様々なご意見があり、協議や合意形成が必要となっ

てまいりますことから、議会にもご相談を申しあげながら、その方針に

つきまして慎重に検討・対応してまいりたいと考えておりますので、ご

理解賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。 

以上で、下司田水利組合の解散につきましてのご報告とさせていただ

きます。 

 

報告が終わりましたので、質疑、ご意見等があればお受けをいたしま

す。 小野委員。 

 

何か急転しているけど、水利組合はどういう理由をもって解散という

たらね、その構成員がなくなっていったとか、水利組合としてのね、今
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まで行ってきたことが維持できなくなったとか、どういう理由で解散と

いうね、やはりまだ農家もあるとは聞いていますのでね、それらのこと

については何かお聞きになっているのですか。 

 

提出いただいたときにお聞きしたんですけども、大きな要因といたし

ましては、農業を取り巻く組合員の諸状況を鑑み水利組合を解散すると

いうふうにお聞きしているところでございます。 

 

水利組合というのは、農業にとってね、一番要となっている組合だと

思いますし、やはり歴史があって、その農地を守るためにその地域で水

利組合を構成されてきたと私は認識しているのですが、例えば、水利権

を放棄してということですが、この協定書にもね、「水利権が消滅する

こととなる事態が予想されるとき又は消滅することとなった時は」とい

うことで、第５条でいろいろ協議していくことになっているのですが、

今まで水利権がある、農家がある、農業をしておられる、その団体がね、

その下司田池水利組合自体がもう農業を、その地域の人が、その地域と

いうか今入ってはる人が農業を全部やめられたんですか。 

 

池田副町長。 

 

やめられたわけではなく、まだ農地は残っております。水利権の放棄

ですので、その池の水利は、水は一切使わないということでございます

ので、その池は自由に町で活用してくださいと。水利は絶対求めません

よということで、それが水利権の放棄です。 

 

だったらね、何も水利組合を解散する必要は私はないと思うんですよ。

水利組合としての活動はやはり重要なものであるしね、水利組合を解散

してね、水利権を放棄というのは、これは違う視点じゃないかなと。 

 

水利権の放棄の問題は水利組合の問題でありますので、町は関知いた

しませんので、その水利組合で判断されたことであって、それについて
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は町は何ら関与はいたしません。 

 

だけどね、１つの、斑鳩町の中にある下司田池水利組合が解散という

ことでね、やはり水利組合に対してもいろいろやっぱり町としては関与

してきている、いろいろな補助金も出してきている。今までの状況の中

でね、１つの団体として水利組合と、農家組合ですか、何かいろいろな

あれがあるでしょ、協会っちゅうかね、団体の。そのうちの１つが解散

までしてね、することが、私は別に問題ない、そこまでする必要ないか

なと。その水利組合の方でやっぱり農業を続けておられたら、水利組合

としてのやることはまだたくさんあるはずなんですよね。 

例えばね、その地域で農転をかけるときに、水利組合の組合長の、ど

う言うんですか、何かいるでしょ、書類が。そうしたら、今、下司田池

水利組合というのが解散してしまったら、その地域で農転をかけていく

ときに、誰がそれの意見書っていうのを判押すんですか。 

 

農地転用のときに、届出でございます、農地転用。市街化区域には届

出でなって、水利組合がなかったら水利組合の印鑑はいらないというこ

とでございます。 

 

副町長、ちょっとそれは違うと思うな。水利組合の意見書がなぜ農業

委員会に、これはこの総務委員会と関係ないのですがね。それはね、農

地を守るためなんですよ、その周辺の農地。そのために水利権がその下

のほうの人に支障をきたさないか、それらを隣接の方に、全部農地の隣

接の方にはもらいますよ。だけどね、それはちょっとね、おかしな話だ

なと。 

私はね、疑問を持っているのはね、水利組合を解散せずにね、水利権

の放棄をしていただいたほうがすっきりするんじゃないかなと思うねん。

水利組合を解散して、当然、私はこれで見ていて、水利組合がなくなっ

たらこの水利権はどうなるねんと思ってんけど、当然、課長が水利権を

放棄されたと。そやな、水利組合なかったら水利権はないわなと思った

んやけど、また逆に疑問があるんですよね。そしたらもう、水利組合が
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解散ということは、消滅しているんですよ、あの地域のね。そうしたら

いろいろな支障があるんじゃないかなと、私はそれを懸念して、今、考

えていますねんけどね。 

きょうこの報告については、こうして、これからのことですので、別

に問題ないと思いますけど、私はまたほかのときでね、水利組合はそう

簡単にね、解散していいものかなと。今までが、やはり下司田池の水利

組合として活躍してもらっていたのが、いきなりこうして解散したと、

１０月３１日ですか、これだけですっと、いいんかな。まあ、別のいろ

いろな株式会社とか法人とか、私らにも政治団体のそれの解散というこ

とについては、いろいろ清算せなければいけないことがあると思うんで

す。それらをどのようにされているのかね、私は疑問を持っています。 

ただ、下司田の問題でいろいろ、私も含めていろいろ議員も言ったけ

どね、その水利権ってもうないん違うんかなということも言うていたけ

どね。すんなりとその水利権を放棄できるねやったら放棄してもらって

ね、無償で放棄してもらって、いろいろ、言うたら水利権をなんぼか積

まなあかんとか、いろいろなことも言うてはった。だけど、無償でとい

うことで、放棄ということでしてもらえたら、あとはこの下司田池につ

いては、この５条にのっとってね、自治法何条やったかな、２６０何条

やったかな、それにのっとってやっぱり議会とも相談してと、それはも

うそれで進んでいくことやねんけど、私は解散まですることに対しても

のすごく疑問を持っている。 

今、例をあげて、農地転用のときに、そうしたら地域のそれはいらな

いのかと。それは私はちょっと違うと思う。農業委員会が、届出と許可

との違いがあるのか知らないけど、届出もやはり地元の水利組合の意見

書、同意判ですか、それをもらってくれと言うて、農業委員会はそうい

うことを要求していると思います。 

 

まず、農業委員会が要求しておられるのは、その地域に水利組合があ

る場合は要求されます。 

それで、もう１点ね、あれですけども、水利組合というのはあくまで

も水利権あるから水利組合があるわけなんです。その水利権をみんなで
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小野委員 

 

 

 

 

 

副町長 

 

 

 

維持するために水利組合があるわけです。それで、水利権がなくなった

ら、水利組合自体の意味がなくなるわけでありまして、それを、もうこ

のままみんなで解散しようということで、一緒なんです。 

仮に、例えば、どう言ったらええか、もう極端な例言いますとね、日

本の国で、ここに島あるとしますやん、ある島。Ａいう島あって、ここ

に１平方キロの島ありましたと。それで、ここに住民住んでおられた。

この島がもうなくなってしまって、地震か何かでぽこっと沈んでしまっ

て、島がなくなった。住民が全部引越しされました。もう島ないから、

ここの自治体が消滅します。その段階でこの自治体は消滅されますので、

それと同じように考えていただいてね、水利権自体がなくなっているの

やから水利組合が解散するのは、もういろいろなことを、今までのこと

は清算して解散というのは、もう今後、また次の代にこんなん引き継い

でいくのもあれやし、水利組合自体はここできっちり解散しようと。こ

れは水利組合が判断されることであってね、こちらから、お宅は解散す

る必要ないですという意味でもないです。これだけは理解してほしいと。 

それで、例えば、農地転用言われております。例えば山間地、ずっと

吉野の山奥へ行ったら、ここの水利権ということはないんです。という

のは、山の谷水で池に水を入れておられますので、ここには水利権ない

んです。もう自然の谷水で。ここには水利組合自体ないから、水利組合

の同意なんか必要ないわけです。存在しないから。 

 

ということは、今までの下司田池水利組合というのは、下司田の水利

を利用した組合であって、その水利が下流へ流れていって、その影響の

ある、例えば水路を伝っていっている、そこらで農業をしておられる方

に対しても、もう今は何も。水利がいらないという判断でよろしいんで

すね。そういうことやと思います。 

 

そういうことです。下司田池水利組合の範囲というのは、下司田池を

使うておられるところだけですので、それ以外のところについてはまた

違う池がありますので、そこの水利権を使っておられます。 
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農業委員会の、農地転用の添付書類云々ということについてはね、も

う尐しちょっと聞いてみて、考えてみようと、そのように思っています。 

それらのことも、やはり今までは、例えばその地域でね、農地転用か

けるときに、下司田池水利組合に意見書いただいていたという方が、水

利組合がなくなっているということになったらどうするんやということ

も、やっぱり疑問に思って来られることもあるかな、そのように思いま

すので、その点はちょっとこう、齟齬がないようにやってもらいたいな

と、そのように思います。 

そうしたらね、これからが本題なんですがね、そうしたらね、私の６

月議会の答弁書も見ていますねんけどね、先ほど課長も言うているよう

に、第５条の、法趣旨に基づいてということで、２９６条の５に、「そ

の住民の福祉を増進するとともに、財産区のある市町村又は特別区の一

体性をそこなわないように努めなければならない」と、そのようになっ

ておりますし、答弁の中でも大字、どういう表現しているかな、「旧大

字龍田地区住民代表等の意見を徴する等、適切な方法をもって」と、こ

れは第５条に書いているのかな。この「旧大字龍田地区住民代表等の意

見」というのはね、それらをどのようにしてね、これから、「徴する等」

と、「適切な方法を」というのをどのようなことに考えておられるのか。

いろいろな提案をされて最終的に意思決定をするのが議会ですので、そ

れまでにそういう地元の自治会ともいろいろ協議していかれるのか、そ

の点はどういうような形で、今、下司田池を処理していこうと。 

今回、境界もなんとか、法１４条地図のことで確定しましたので、は

っきりと浮き彫りになった、下司田池の範囲というのはいろいろややこ

しかったところもあったのですが、そこも綺麗になりましたのでね、改

めて、これからの活用方法、管理方法を、ある程度の案も持っておられ

るのかなと思いますねけど、それはこれからということでよろしいので

すか。 

 

まず、後段の、今後の活用方法については、もうこれからの課題でご

ざいまして、これもう、まず課題、ございます。今はまだ、案は白紙の

状態でございます。 
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次に、そこの文言にある、「旧大字龍田財産区住民代表」という文言

が入っております。このときに、今、今日までも、あの土地を処分した

経緯がございます。裁判もかけておりまして、あの土地を町に処分した。

そのときにも、旧大字龍田財産区の住民というのはもう非常に特定しが

たいということで、町の議会のほうで議決を、特別会計で議決になって

おりますので、今は、ですから議会に相談申しあげると。これで、今後、

あの土地利用についてはもう議会で相談申しあげてあの方法を処理して

いきたいと考えております。 

 

先ほどの６月議会の答弁の中で、「今後の下司田池の活用方法といた

しましては、第三者に売却するか、一般会計が取得するかのどちらかに

なってまいりますものと考えておりますが」ということで、このことは

先ほど課長の説明で、一般会計が取得して、来年度から一般会計でやっ

ていくと、そのような理解でよろしいですね。 

 

一般会計のほうで管理をしていって、その一般会計が管理していく中

で、その活用方法は今後、議会の皆さんとご相談申しあげて決めていき

たいと考えております。 

 

当然、所有権移転の登記をされると、そのように理解してよろしいで

すか。 

 

 

 

大字龍田財産区で、今、登記しておりますので、その財産区が消滅す

るならば、斑鳩町に移管し、斑鳩町として登記を打ってまいります。 

 

ちょっとまた誤解するような返事しやんといてよ。 

財産区の財産を斑鳩町へ、一般会計にするから斑鳩町へ所有権移転す

る。そうしたら財産を持っていなくなった財産区は消滅すると。そうで

すね。今ちょっと聞いたら、先ほどの水利組合の解散とね、水利権の放
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棄とちょっとごっちゃになってくるのでね。 

そういうので大字龍田財産区財産は消滅してしまうと。それは手続き

的にはどのようなことがなされるんですか。 

 

この手続きにつきましては、財産区の財産がなくなったときに財産区

は消滅しますので、その消滅をもって終了という形になります。 

 

木澤委員。 

 

私も、その手続き的にどうなるかなっていうのがちょっと気になった

ので。最終的にせやから議決を打っていくっていう形になるんですかね。

どういう。 

 

いわゆる財産の移管ていう形なんですけども、これにつきましては、

寄附という概念で考えていただければなというふうに考えております。 

ただ、大字龍田財産区、特別会計を持っておりますので、この廃止に

つきましては、現在、特別会計条例がございますので、その廃止をする

条例の提出を３月に行ってまいりたいというふうに考えております。 

 

ほかに何か質疑、意見等があればお受けをいたしますが。 

 

（ な  し ） 

 

それでは次に、（２）町有地の売払について、報告を求めます。 

 

 

それでは、町有地の売払いにつきまして、ご報告を申しあげます。 

町が所有する普通財産のうち、利活用の見込みが低い町有地につきま

しては、監査委員からのご指摘も踏まえ、昨年度から一般競争入札によ

る売払いを試みているところでございます。 

今回、売払いを予定しております町有地は、昨年度入札を取り止めた、
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阿波２丁目地内に所在する町有地、大字法隆寺地内に所在する旧野外セ

ンター跡地の２物件と、新たに追手団地跡地を加えた３物件について売

払いを進めてまいりたいと考えております。 

今回、新たに売払いする追手団地跡地は、龍田南５丁目に所在する町

有地で、公簿面積１，３８３．４４平方メートルとなっております。 

次に、売払いの方法についてでございますが、一般競争入札により売

払いを進めてまいります。 

また、売払い予定価格につきましては、昨年度、入札を取り止めた２

物件につきましては、先例の自治体での再入札における価格設定を参考

に定めるとともに、追手団地跡地は、鑑定評価を参考に売払い予定価格

を定め、競争入札に付してまいりたいと考えております。 

最後に、入札スケジュールでございますが、１月中旬に入札公告を行

い、３月中旬の入札・開札をめどに進めてまいりたいと考えております

ので、ご理解賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。 

以上で、町有地の売払いにつきましてのご報告とさせていただきます。 

  

報告が終わりましたので、質疑、ご意見があればお受けをいたします。 

木澤委員。 

 

今回１件追加して３件、また入札にかけるということですけども、前

回入札、応札がなかったという状況については、今回、その後どういう

ふうにしようと考えておられるんでしょうか。金額を変更するとか。 

 

昨年度入札を取りやめた２物件の売払い価格につきましては、先例の

自治体では減額して再度入札に付されておりますので、そのあたりを参

考に本町におきましても入札してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 

町有地置いておくよりも、監査委員さんからも指摘があったように、

処分していくという方向については問題ないかなというふうに思うんで

すけども、ただですね、この間、その町有地がごみ置き場として地域住
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民の方が利用されていたりという状況もありますので、この間ですね、

個別収集から拠点回収っていうふうに変えてきたときに、なかなか置く

ところがないけども、とりあえずは町有地があるからそこに出してくだ

さいよということで話は進めてきていましたけども、今度それがなくな

ってしまうとその拠点がなくなってしまうということで、地域住民の皆

さんが困られる状況が出てくることが考えられますのでね、その辺につ

いても地域住民の皆さんと、町はこういう方向で考えていますと、それ

に対して地域住民の皆さんからどういう声があるのかね、その辺も考慮

しながら進めていっていただきたいなというふうに思います。 

 

ほかに質疑、ご意見等はございませんか。 小野委員。 

 

なかなか難しく、応札者がいてないということで、奈良市も困って何

か新聞にもたくさん載っていますね。 

価格を下げるということも１つの方法だと思いますけど、これはね、

いろいろ、商い上のいろいろな問題も出てくるんだと思うんですがね、

下げたからいいのかということになってくるし。 

ただね、応札しようとする、入札に参加しようとする人にとってみた

ら、その土地をやっぱり調べているんですよね、いろいろと。それが、

自分が利用する場合だったらある程度のことあるけど、やはりそれを転

売っていうか、開発したり、開発もできないけど、そういう土地やけど、

活用したいというときに、いろいろな規制とかね、それらが緩和できる

ような状態なのか、また、いろいろ道路とか周辺整備をしていって初め

てそういうもの転用してけるのかということもあるかなと思うんですが

ね、それらについての工夫というものについては、何か検討されている

のですか。 

 

いわゆる購入後の土地活用につきましては、いわゆる購入者に判断し

ていただくというふうに考えておりまして、例えば、道路をつけてその

土地を売るというふうなふうには考えておりません。例えば道路をつけ

て売るとなりますと、いわゆる公有地ですね、いわゆる公共施設での活
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用も考えられますことから、現状のままで売るという方針で他の自治体

もやっておられますので、そういったあたりを進めているところでござ

います。 

 

そうしたら、公共施設を建てるというものじゃなくて、もう転売だけ

ということで、そのままの有り姿で転売かけていく、そうした中で、有

り姿だったら購入後の活用が難しい、そこへまた権利がかかってくると、

道路とかそういったね、だから価格があわないと、だから今までの価格

より下げていかなければいけないかなと、そういうこともあると思いま

すけど。 

青尐年、何やったかな、あそこについてはね、何かいいものができな

いのかなと。公共施設ですよ。あそこ、一般の方が利用しようと思った

ら、何もできないんやと思います。ずばり、ざっくりでこの話しをした

ら、あの土地、跡地を個人が購入したところで何もできないというよう

な土地ではないのかなと思っています。そうしたらやはり、今、公共施

設で何か利用を考えてもいいのじゃないかなと、そのようにも思いまし

てんけど、とりあえずもう１度、あれについては２度目ですかね、入札

してもらうっていうことには何ら異存はないんですが、そのあとのこと

もやはりいろいろ考えていってもらわなければ、入札を何回も繰り返し

ているというだけではらちがあかないのではないかなと思いますので、

またよろしくお願いしておきます。 

 

ほかにご意見があればお受けをいたします。 伴委員。 

 

これ、入札かけられるということですけど、前回もですが、この野外

活動センターのこの跡地、私、これ、入札にかけられるときは、何かや

っぱりこう、草刈りとかして、そしてされるのか、もう結構こう、荒れ

た状態のままに。ちょっと私も見に行っていないんでわかりませんねん

けど、そういう手順いうのはどないされますねやろ。 

 

現在、野外活動センターの跡地につきましては、いわゆる草刈り等っ



 - 18 - 

課長 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

委員長 

 

 

 

総務課長 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

企画財政

課長 

 

 

 

 

ていうのは行っていないのですけれども、ただ、それほど草が伸びてい

る状態でもございませんし、そういった面では現状確認をしていただけ

る状態となっておりまして、去年でしたら、応札者はなかったんですけ

ど下見に来られた方がおられまして、その方にも見てもらえる状態とな

っておりましたので、今回も入札に当たりましてはそういった状況を見

て、現有の姿を見てもらえる状態にはしていこうかなというふうには考

えております。 

 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

それでは、これをもって各課報告事項についても終わります。 

他に理事者のほうから報告しておくことはございませんか。 

黒﨑総務課長。 

 

総務課のほうから１点ご報告申しあげます。 

法隆寺とその周辺での避難誘導訓練についてご報告を申しあげます。 

昨年１２月９日、法隆寺と災害時における避難所等施設利用に関する

協定を締結しておりますが、来月の１５日月曜日午前１０時から法隆寺

境内等で法隆寺と町で避難誘導訓練を実施することになりましたので、

ご報告を申しあげます。以上でございます。 

 

ほかにございませんか。  

 

企画財政課から１点ご報告を申しあげます。 

町公共施設で使用する電気調達の入札につきましてご報告を申しあげ

ます。 

現在、本町におきましては、電気料金の低減を図るため、役場庁舎の

電気調達について一般競争入札を実施し、新電力、いわゆるＰＰＳ事業

者から電気を調達しているところでございます。 
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この実績を踏まえまして、今回はより一層の電気料金の低減を図るた

め、高圧受電施設である役場庁舎、火葬場、法隆寺ｉセンター、中央公

民館、文化財活用センター、すこやか斑鳩・スポーツセンター、保育園、

小学校、中学校の合計１３施設に拡大してまいります。また、業者につ

きましては、役場庁舎と同様に、一般競争入札で決定してまいります。

入札日は１２月１２日金曜日を予定しております。 

以上で、町公共施設で使用する電気調達の入札につきましてのご報告

とさせていただきます。よろしくお願い申しあげます。 

 

報告が終わりましたので、今の２点について質疑、意見があればお受

けをいたします。 木澤委員。 

 

法隆寺さんとの避難訓練ですね、もうちょっと詳しく教えてほしいん

ですけど、地域住民の方も一緒になってということになるんでしょうか

ね。もうそれか法隆寺さんだけということのものなのか、その辺教えて

もらえますか。 

 

黒﨑総務課長。 

 

町内の自主防災組織や周辺の自治会等ですね、を参加願いしまして、

訓練を実施する予定となっております。 

 

そうしたらもう、今度の月曜日にするっていうことですけども、もう

周知もされて、体制も整えている。 

 

（「１２月」と呼ぶ者あり） 

 

じゃあ、周知もこれからということですか。 

 

これから周知を図ってまいりたいというふうに思っております。 
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委員長 

 

 

 

委員長 

 

 

 

小野委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ）  

 

それでは、以上をもちまして、各課報告事項については終わります。 

続いて、３番目のその他について、各委員より何か質疑、ご意見等が

あればお受けをいたします。 小野委員。 

 

すみません、ちょっと教えてほしいんですがね、先日の議員懇談会で、

条例の廃止とか一部改正とかが何件かあるということで、その中で部長

から、監査委員さんからの指摘でというような、ちょっと前置きがあっ

たんですがね。そのことは別に監査委員さんがそうして指摘していただ

いたからありがたいなと思っているのですがね。条例というのは制定さ

れて、やっぱり条例を施行しているのはやはり町の体制だと思うんです

がね、法律ですから。そのようにやっているんだと思います。 

その、町のほうではね、その条例に対してね、いろいろ検討している、

１つ何か、ちょっと言うてもうたけども、その委員会、何やったかな、

あれは。週５日制実施推進委員会設置条例を廃止する条例についてとい

うことで説明を受けたんやけど、常にそういうものはやっぱり動いてい

ますから、条例を制定して動いていますから改正も出てくるんだと。だ

けど、その目的が達成されたということになってきたらね、やはり常に

その条例に対してのそういう言っているところ、法令審査会というよう

な言葉もちょっと聞くこともありますねけど、そこがどうなのかどうか

知らないですがね。そういう、これ、監査委員さん、もちろん監査委員

さんですからこの斑鳩町の人からですねんけど、その人からこう指摘を

受けるまで気づかないというのはちょっと、私としては、議会人として

もちょっとわあっと思ったんですがね。やはり、議会人がそれだけのこ

とを、これは言い逃れになるかわかりませんけど、条例を全部周知して

いるかというたら、もう１００分の１ほどしかわからないんですがね、

事務方としてね、やはりそういうものは常に周知しておられるように私

は考えておったんです。そういう体制というのはどのようにしてやって
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委員長 

 

副町長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副町長 

 

 

おられるのかね、ちょっとお聞かせ願いたいなと思っています。 

 

池田副町長。 

 

各条例の改正でございます。上位法が改正になれば、それに基づいて

条例は改正してまいります。そのときに、この中にもあるんですけども、

以前に改正された分で条文が変わっておると。国の法律が変わって、引

用条文は変わる場合ありません、その引用条文の改正が一部漏れておっ

た分があると、その条例によっては。それを監査委員さんが確認されて、

上位法の法律が変わっていますよということで指摘があった分でござい

ます。そういうことで一応ありましたので、それについては改正させて

いただいておりまして、それ以外についても、各課でチェックをしてい

ただいた中で、改正あるものは改正してもらったと。 

もう１点は、あれなんです。例えば、開催要件とか議決要件、例えば

いろいろな今、最近でしたら何人が、例えば過半数でこの会議は成立し

ますよということは、もう今、最近の条例とか要綱、入っていますわね。

ところが、以前の分については、それは、その開催のその案件が入って

いなかったと。何人で成立するとか。それと、例えば議決する場合に過

半数で議決しますよと、これはもう常識的な部分で今まで運用しておっ

た分がございました。それはやはり。それで、最近の条例、要綱はもう

ちゃんと明文化していますわね。ところがもう以前の分は、もうそれは

常識の中で明文化していなかったと。これはやはりきっちり明文化して

おいたほうがいいですよということで、明文化させていただいたと。 

それで、週休２日制については、週休２日制、はい、翌年度から始ま

りました。 

 

（「内容はかまへんねん」と呼ぶ者あり） 

 

そういうことですねん。それで、法令審査会では出てきた分について

の塩梅します。ただその、例えば上位法で、例えば地方分権一括法で、

こんな分厚い分でなっておりますので、それはもうチェックはしません
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小野委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

けど、文言のいろいろなあれはしますけども、財政的にどうであるかと

かいうのはチェックします、法令審査会では。 

ですから、条文の移行まではチェックをしません。そういう状況で、

今回提出いたしました。 

 

今、そのね、内容どうのこうのじゃないんですよ。以前でも、議決さ

れた条例改正がそのまま法令集に入らなくて、その原案っちゅうか、元

の、検討したときのが入っていて、何年か過ごして、それを今度改正す

るときにもう紛糾したことあるねんな、覚えておられるか。 

だからね、条例をつくって、条例をもって斑鳩町は動いているはずな

んですよ、担当の者はね。だけど常にその、それは上位法、国のほうの

あれが変わったからその情報が変わった、そういう問題じゃなくて、ほ

かのでも、例えば学校週５日制実施推進委員会設置条例を廃止する条例、

もうこれはもう所期の目標が達成されたと。いつ達成されたのかが、ね。

そしたらもうその時点で廃止してなければいけない。ずっとあるんです

よ。動かない条例があるんですよ。そういうのをね、やはり条例をつく

って条例に基づいて町は動いていっている。それはもう、それで改正し

なければいけない事態はというのを入ってくるけどね。その担当の者が

やはりいろいろと。 

今、その条例の扱いについて、副町長がね、その、過半数どうのこう

のとかいう、それらのことが規定が抜けていたとか、それらはよろしい

んですけどね、あのときもね、全くね、私はあのときに、当時の総務部

長にも話ししたけどね、この条例が生きてたために、こういう間違った

ものが条例化されたために被害を受けた者がいないのかと、被害という

か損害を受けた者がいないのか、それを調べてくれと。それはないとい

うことで、そうしたらもう、これからの改正にいこうという。私は議運

の委員長していましたから、いろいろと総務部長とかいろいろ話もして

いました。それから議員さんの中で、そんな生ぬるいことはいかんと、

やっぱり町長の責任やというような追及せよということを委員長に言う

てこられたこともあるんですよ。だけども、そこまで荒立てんでもよろ

しいということで収めた、そのつもりなんです。 
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副町長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

だから、条例というものは常に皆さんはしっかりと認識しておられる

んだと思います、担当ごとに。だから、そういう機関がないのか、それ

が１つが、法令審査会はそうじゃないということ、今、わかりました。

新しくつくっていくときとかいろいろなことでやっていく。だけど、尐

なくとも担当課に必要な条例については、その担当部署の課長連中、補

佐連中もしっかりとやっぱりもっていってもらいたいなと。そのことを

どういう機関で、ミーティングとかいろいろなことで常にそういうこと

をかえってもらっておいたほうがいいのじゃないかなということで提案

しています。 

今回こうして出してきてもらうことに対して何ら異存はないのですが、

監査委員さんからも指摘してもらっているからそれでこう出してくるん

だと。やはり自分らで気をついてもらいたかったなというのは、思いを

言っているだけで、今後、やはり条例に基づいてやはりいろいろと仕事

をこなしてもらいたいなと、そのように思っておりますのでね。 

副町長もいろいろこう、説明してもらっていて、そうじゃなくて、職

員の認識を新たにしてもらいたいなと、そのように思うので、その点は

どうですか。 

 

当然町の、私のほうもずっと決算監査出ておりました。監査委員さん

からこの指摘受けたときに、これはもう本当に言うて申しわけないなと

いう気持ちになりました。今回出させてもらうのも申しわけないという

ことで、この前、乾部長の提案説明したときもそういう説明させていた

だいたわけで、これはもう町の、そのとき、そのときの担当、いろいろ

違うと思いますけども、やはり町職員の全体の流れとしてね、やはり条

例、要綱等々についてはやはりそれだけ意識を持って日々仕事をする必

要があると考えておりまして、当然、部長会、課長会でもその話はして

おりまして、今、要綱等々についても、全部見直しを一応させていただ

いております。これについては、当然、反省はしますし、今後は生かし

ていきたいと考えております。 

今、たまたま学校週５日制実施推進、これは当然、学校５日制始まっ

たいき、あと数年間は絶対これはやっておられたわけです。というのは、
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小野委員 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

委員長 

実施推進委員会ですので、よりよい学校５日制にしようということで、

５年、６年間、必ずされておったはずです。ところが、ある年度からさ

れないようになったと。これ、そのときには、またいつかしようかなと

いう思いでされておったかわかりませんけども、ここずっと何年も開か

れていない、結果としてね、結果として何年も開いていなかったら、そ

ういう委員会は必要ないですかという議論になってまいりまして、そう

したら必要ないですよという教育委員会が判断されたわけで、そのとき

に教育委員会が、いやいや、これはまた土曜日の、今、土曜日半日の問

題もあるからこれは残しておくべきですよと判断されたら、この条例は

残しておくべきであるわけで、こういう議論もできるわけですけども、

その時点で教育委員会は、いや、もうこれは一旦廃止しますよというこ

とで廃止された条例であります。 

それはそのときにやっぱり、何年も開かないと決めたときに廃止する

条例でありましたし、これについてはもう、こういう条例とか要綱とい

うのは、法治国家ですので、一番大事ですので、やはり職員全員が認識

を持って仕事をしないと行政は成り立たないと考えておりますので、今

後十分注意し、指導していきたいと考えております。 

 

私が言いたいのはそれだけなんです。例えばということを言うたけど

ね、やはり監査委員さんからそういう指摘があって今度議会へ出してこ

られる、これに対しては何ら異存はないんですがね、やはり監査委員さ

んのその指摘を職員にきちっと伝えてもらいたい、もらっていたと思い

ますけど、それがどういう具合にされたのかということをちょっと今、

この総務委員会で聞きたかったわけで、またよろしくお願いしておきま

す。 

 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

ほかにないようですので、その他についてもこれをもって終わらせて
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委員長 

 

 

 

副町長 

 

委員長 

 

いただきます。 

以上をもちまして、本日の審査案件については全て終了いたしました。 

なお、本日の委員会報告のまとめについては、例により正副委員長に

一任いただきたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

  （ 異議なし ） 

 

ありがとうございます。 

それでは、閉会に当たり、副町長の挨拶をお受けいたします。 

池田副町長。 

    

（ 副町長挨拶 ） 

 

これをもって、総務常任委員会を閉会いたします。 

 皆さま、お疲れさまでした。 

 

（ 午前９時５５分 閉会 ） 

   

 


